
企業立地促進法では、地域への企業立地の促進を図るため、農地転用許可の処理を迅速化。

都道府県・市町村が基本計画を策定する際に、企業立地重点促進区域の中に農地が含まれる場合には、当該農
地に係る転用許可を迅速化することとし、事前に施設用地の位置等を調整して（次ページ参照）作成された基本計画
について、国の同意を得ることにより、農地転用許可申請に先立って行なわれる事前審査が省略される。

農林水産省との連携農林水産省との連携 ～～農地転用手続きの迅速化～農地転用手続きの迅速化～

〈基本計画同意のフロー〉

経済産業
大臣

①協議 ④同意

農林水産
大臣

②協議

③回答

都道府県
市町村

地域産業活性化
協議会

基本計画
の作成に
当たり、施
設用地の
位置等を
事前に調
整（詳細は
次頁へ）

〈農地転用許可制度フロー〉
省 略

地方農政局長

都道府県知事

申請者

①事前審査
申出書の写
しの送付

②意見書
の提出

③内示

〈事前審査〉
〔標準処理期間６週間〕

①事前審査
申出書の
提出

〈農地転用許可本申請〉

農林水産大臣許可
（地方農政局長に委任）

都道府県知事

申請者

④申請書
の提出

⑤意見書
の送付

⑥許可

〔標準処理期間６週間〕

※４ｈａ以下
は知事許可



産業集積の形成または産業集積の活性化に関する基本計画における産業集積の形成または産業集積の活性化に関する基本計画における
施設整備と農業振興地域制度及び農地転用許可制度との事前調整施設整備と農業振興地域制度及び農地転用許可制度との事前調整

農業振興地域制度・農地転用許可制度担当部局商工部局

※１ ①市町村段階の調整は、③の都道府県からの意向確認等が円滑になされることを旨として行うものとする。
※２ 農地転用許可権者が知事の場合は、⑤⑥は省略。

産業集積の形成・活性化
基本計画（原案）の作成

農地転用等の事前
調整書類作成

産業集積の形成・活性化
基本計画（案）の作成

（⑦の通知後）

地域産業活性化協議会
（市町村・都道府県）

農振担当部局

市町村、都道府県のした農振法第13条
第１項及び第２項各号の判断を確認、
妥当性の検討

農地転用担当部局

事業施設用地（転用候補地）の位置選
定の妥当性について判断

連携

地方農政局等

都 道 府 県

農振担当部局

農用地利用計画変更の適否（農振法第
13条第１項及び第２項各号）の判断

農地転用担当部局

○事業施設用地（転用候補地）の位置
選定の妥当性について判断
○意見書の作成

連携

⑤調整書類の送付
〔意見書、④回答書添付〕 ⑥回答

農業委員会
（事務局）

農振担当部局

検討【回答書の作成】
○農振整備計画変更の意向
○農用地利用計画変更の適否（農振法第13
条第１項及び第２項各号）の判断

市 町 村

連携

必要に応じ⑤
の調整につい
て助言

地方経済産業局

必要に応じ
助言依頼・
助言

②都道府県
段階の調整

⑦調整結果
の通知

①市町村
段階の調整

照会 回答

⑦調整結
果の通知

③農振整備
計画変更の
意向確認等

④回答書
の提出

知事許可案
件の場合


